
じようし 伊 lす

め，誤って !J~なった儲第lの急行券を購求 した場合をし 、う 。 上記

の事突を鉄iu係負が認定できる J~~}合において，談JùYi求旅客に対

しては， 運賃 ・ 料金の追徴または払いもど しをし，正当な来事

券類を発行して1!(\手数料で交付する。

l 旅客巡i主 ・ 料金の青 J.S王方

既収旅客巡r'( . 急行料金と，正当な旅客五IUl ・ 1ßt行料金とを

比較し，不足徹は追徴し，過剰古iiíは払し、もどしをする。

2 処理方

(1) 発駅の場合

ア 入欽(にゅうきょう)前の場合には， 原乗車券 ・ 急行券と

引換に旅客五li:f'( . 急行料金を払L、もどし，べつに相当乗車券 ・

急行券を即時求させる。

イ 入欽後来事前である場合には， 誤入欽 と して旅客巡f't . 

急行料金を払L 、も どし， べつに相当来111券 ・ 急行券を購求させ

る。

(2) 途中駅の場合

ア 追徴を裂するときは来事券を回収し， 前途に対して特殊

補充券を発行交付する。

イ 払いもどしを要する ときは， 来事券と引換に払いもどし

をし， 前途に対して特殊補充券を発行交付する。

(3) 111船内の場合

ア 追徴を要するときは乗車券 ・ 急行券を回収し， 前途に対

してJ1i内補充券を発行交付する。

イ 払いもどしを要する ときは， 乗車券 ・ 急行券に適宜証明

をして， 旅客の前途の途中下車駅または着駅て‘相当処迎させる。

(4) 旅行終了駅の場合

ア 追徴を裂しないときは，爽平券・急行券を回収し，不足

t'l日報によ って処理する。

イ 払いもどしを皇室するときは，乗車券 ・ 急行券と引換に払

いもどしをする。

(5) tp; 2 号および第 3 号 の場合で旅客運賃 ・ 急行料金の追徴

または払いもどしを要しない場合には， 便宜乗車券 ・ 急行券に

適宜証明を して，そのまま前途の衆車船をさせる こ とができる。

(平林苔三造)

じようし 々 けんるいのさいこうふ 乗車券類の再交付 鉄

道が旅客に対していったん発行した来事券類を， 鉄道i係員の誤

扱または旅客の申出によ る特別のl1l!由等によって， 乗車券類を

引換えまたは諮換えて， ふたたひ.発行交付する こ と をいい， つ

ぎのような場合に蒋交付をする。

1 乗車券類で日付印を誤って事11 したもの， 券而表示王If~闘を

誤っ て記入したもの， き損または汚損したもの，または切断箇

所を誤ったもの等を鉄道係員が発見した場合。

2 普通乗車券てe途中下車印多数のため余白が表装になくな

ゥ た場合。

3 定期采111券で使用者ーが氏名を改めた場合， 券図表示事項

が不明となった場合， または災容に よ っ て紛失または焼失し，

相当官場一の証明を提出し国鉄が承認した場合。

4 旅客が定期乗車券の等級 ・ 種類・区間等の変更を申し出

た場合。

5 輸送する列車 ・ 汽船または自動車を指定した団体策車券

または貸切乗車券を紛失 した場合。

6 寝台番号を指定した寝台券を紛失した場合。

以上各号のうち第 4 号については， 旅客の 自 由意思にもとづ

く変更であるから，変更手数料または払いもどし手数料 l 件当

り 30円を収受する。(平林喜三造)

じようし々けんるいのだいばい 乗車券類の代売 巡輸繊

l事lがその経営する鉄道 ・ 航路 ・ 自動車線の乗車券類を他人に委

託して発売するこ と をいう。

雪Ulï券類の発売業務は，旅客量ß送営業上重要な業務であるか

ら，五ß輸俊樹自 ら行うこ と を通常とするが，旅客の利便を図り

あるいは経'滋上必袈ある場合には， この業務の一部を他人に委

言E し ている。

現在国鉄における乗車券類の発売業務の委託は，つぎの場合

に行われている。

l 停車場事長務委託経営のー深とし ての乗車券類の委託発売

自動車線内の駅員配位駅は， 経済的経営をはかるためその駅

業務の全般について委託経営しているが，これらの駅における

乗車券綴の発売業務も委託業務の一環となっている。

2 駅員無配置停車場の衆車券類発売業務の委託

駅員無配置の停車場から来事する旅客に対する来事券類の発

売は， 原則的には列車の乗務員が行っているが， 旅客の利便を

はかるため， 自動車線内の一部または鉄道線内の一部の駅員無

配置駅では， 衆車券の発売委託しているものがある。

1 11也述輸機関に対する乗車券類の委託発売

社総発国鉄線にまたがり乗車する旅客の利便をはかるため，

必要とする特定の連絡社線に対して国鉄線の急行券の発売を委

託している。また特異なものとして連絡社線が設置 している案

内所に，特定の国鉄線駅発同社線内駅芳団体乗車券の発売を委

託しているものがある。

4 総合的旅行あっ旋俊民lに対する来事券類の委託発売

旅客の旅行には国鉄駅発売の乗車券類のほかに，これに付随

して旅館の宿泊 ・ 食事 ・ パス等の案内 ・予約手間当事をもあわせ

て必要とする場合が比較的多いが，これらの付随的業務までを

国鉄自らの手で行うことは， 国鉄の機栴上においても不可能で

あり ， またこれらの付随的業務を円滑に遂行するためには，特

殊な知識 ・ 経験 ・ 組織等を必要とする。そこで旅客の利便をは

かるため，旅客の旅行に必要な乗車船券の発売，パス ・ 宿泊等

の手配等の業務を一括して行うことを専業としている旅行の総

合的あっ旋機関に乗車券類の発売を委託している。

国鉄が乗車券類の発売を委託する場合には受託者との間に乗

車券類の代売に関する契約を締結するが， これが締結に当つて

の基本的要件 ・ 業務の処理方 ・ 旅客に対する周知l等のために，

闘動車線における委託発売については，自動車線委託業務処理

手続，イ也運輸機関に対する委託発売については， 連絡運輸規I1IJ.

同取扱細則中に，旅行あ っ旋機関に対する委託発売については，

乗車券類委託発売規程 ・ 間取扱細則等を制定して委託業務の円

滑な遂行をはかっている。

委託発売する乗車券類は国鉄において調整して受託者に交付

する。

受託者が受託乗車券類を発売した旅客運賃 ・ 料金は， 定めら

れた日時に国鉄に納入する。国鉄は他運輸繊関に対する委託発

売を除き一般に受託者に対して，手数料または制引の方式によ

って発売額に応じた報酬を支払う。(平林喜三造)

じようしゃけんるいのたにんしよう 乗車券類の他人使用

記名式の乗車券を記名以外の者が， また使用者を特定した乗

車券類をその特定者以外のものが，さ らに使用を開始した普通

の無記名乗車券を他人が使用する ことをいう。乗車券類のうち

記名式の乗車券または使用者を特定して発売したものを除き ，

背通の乗車券は債権譲渡の民法上の原則に よ って， 譲渡は自由

であるべきであるが，使用開始後のものについてはこれを認め

ていない。普通乗車券について使用開始後の譲渡を禁止した恩

幽は ， 乗車券は旅行開始の ときから旅行終了の ときまでの聞は，




